
函館市海外悪性伝染病対策本部設置要綱  

 

（目的）  

第１条  本市酪農畜産業保全のために，酪農・畜産に大きな影響を与え  

る口蹄疫，豚コレラおよび高病原性鳥インフルエンザ等の海外悪性伝  

染病（以下「本病」という。）の本市域への侵入防止対策等に万全を  

期すため，「函館市海外悪性伝染病対策本部（以下「対策本部」とい  

う。」を設置する。  

（所掌事項）  

第２条  対策本部は，北海道海外悪性伝染病警戒本部の実施する対策に  

 準じて，次に掲げる事項を所掌する。  

  (1) 函館市内における海外悪性伝染病対策の庁内等の連絡体制に関す  

  ること  

  (2) 農場における侵入防止対策に関すること  

  (3) 畜産関係者における防疫対策に関すること  

  (4) 物流における防疫対策に関すること  

  (5) 市民および来函者への協力依頼に関すること  

  (6) 情報の収集に関すること  

  (7) 広報に関すること  

  (8) その他必要な事項  

 （組織）  

第３条  対策本部は本部長，副本部長および本部員を持って構成し，別  

 表第１のとおりとする。  

２  本部長は，対策本部の事務を統括する。  

３  副本部長は，本部長を補佐し，本部長が不在のときは，その職務を  

代理する。  

（会議）  

第４条  対策本部は，本部長が招集する。  

２  本部長不在の場合は，副本部長が招集する。  

３  本部長が必要と認める時，本部員以外の組織の出席を要請すること  

 ができる。  

（班編制）  

第５条  対策本部に必要に応じ対策班を設置し，別表２のとおりとする。  



２  対策班は，班長，班員をもって構成し，会議で決定された対策の実  

 施に関する調整を行うほか，本部長の指示する事項を処理する。  

３  班長は，班会議の事務を統括する。  

（事務局）  

第６条  対策本部の事務局を函館市農林水産部農務課に置く。  

２  対策本部に事務局長を置き，事務局長が対策本部事務を統括する。  

３  対策本部，班会議，その他対策に係る庶務は必要に応じて事務局な  

 らびに各構成組織において処理する。  

（補則）  

第７条  この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，本部長が別に定  

 める。  

  附  則  

 この要綱は，平成２２年５月２８日から施行する。  

  附  則  

 この要綱は，令和元年８月２７日から施行する。  



別表１ 

 

函館市海外悪性伝染病対策本部 

区 分 構 成 員 

本 部 長 函館市家畜伝染病自衛防疫組合 組合長 

副本部長 函館市農林水産部 部長 

本 部 員 新函館農業協同組合七飯基幹支店 営農センター長 

 函館市亀田農業協同組合 営農部長 

 みなみ北海道農業共済組合道南支所 南部家畜診療センター 所長 

 渡島農業改良普及センター 次長 

 株式会社山辺畜産 代表取締役社長 

 

 

別表２ 

函館市海外悪性伝染病対策本部班組織 

総 務 班 
・連絡調整に関すること 

・情報収集および広報に関すること 

防 疫 班 
・発生情報に関すること 

・防疫対策に関すること 

指 導 班 ・指導に関すること 

協 力 班 ・支援対策に関すること 



函館市海外悪性伝染病対策本部機構図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総務班長】 

 農林水産部農務課長 
（21-3341） 

 

【連絡・広報担当】 

農務・畜産担当主査 
（21-3342） 

 

【防疫班長】 

みなみ北海道農業共済 
組合道南支所 南部家 
畜診療センター 所長 

（77-8207） 
 

【防疫担当】 

  
南部家畜診療センター 

函館分室 診療係  
（59-2723） 

 

【指導班長】 

ＪＡ新函館七飯基幹 

支店営農センター長 
（67-3806） 

ＪＡ亀田営農部長 
（46-8698） 

【指導担当】 

ＪＡ新函館大沼支店 
    畜産課主査 
     （67-3806） 
ＪＡ亀田酪農畜産担当 

  （46-6962） 

【協力班長】 

渡島農業改良普及 
センター 次長 
（77-8242） 

 

【協力担当】 

畜産担当主査 
（広域畜産） 
（77-8242） 

 

〇連絡調整に関すること 

 
〇情報収集および広報に関す 
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〇発生情報に関すること 
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〇指導に関すること 

 

 

 

 

 

 
 
〇支援対策に関すること 

 

  

 渡島家畜保健衛生所 
（49-5444） 

 

      函 館 市 

海外悪性伝染病対策本部 

 

 

 本 部 長 函館市家畜伝染病 
      自衛防疫組合長 

 副本部長 函館市農林水産部長 

 


